
  

坂本の人口 

１２，８８５人（男：６，４１０人 女：６，４７５人） 世帯数４，５７２  【平成２６年 ３月末現在】 

  １２，９１７人（男：６，４３０人 女：６，４８７人） 世帯数４，５７１  【平成２６年 ２月末現在】 

左左左左からからからから林林林林・・・・幸脇副会長幸脇副会長幸脇副会長幸脇副会長・・・・市岡会長市岡会長市岡会長市岡会長    

（敬称略） 

４月１０日に坂本事務所で臨時区長会が開催され、区長さんの中から区長会長、副会長の人選をしていただ

き、平成２６～２７年度は、区長会長 市岡 勉さん（第１２－４区） 副会長 幸脇 謙さん（第７区） 

副会長 林 且眞さん（第９区）に決まりました。ご存じのとおり、坂本地区

はリニア中央新幹線岐阜県駅の建設をはじめ、濃飛横断自動車道など、リニア

に関連する大きな事業が今後予定されており、私たちのまち「坂本」の将来を

方向づける岐路を迎えています。たいへん重大な責務とは思いますが、区長会

長さんをはじめ、各区長さんには坂本地区のまちづくりや地域コミュニティづ

くり、何より住みやすい坂本を作るためにがんばっていただきますので、区民

のみなさまの温かいご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

茄子川地区 

第１区 鈴木 千歳 雇促茄子川区 加藤 好彦 第９区 林  且眞 第１３区 鈴木  勉 

第２区 鈴木 文男 
雇促南中津川区 

柴  知徳 第１０区 中嶋 洋之 第１４区 伊藤 博美 

第３区 田中 孝一 第６区 藤井 四郎 第１１－１区 早川 武一 第１５区 日下 勝史 

第４－１区 本多 憲夫 第７区 幸脇  謙 第１１－２区 吉村 政男 第１６区 佐藤富士雄 

第４－２区 田中  寛 第８区 原田 幸久 第１２－１区 小池正次郎   

新町区 吉村 洋行 アルトラ区 若森 國男 第１２－２区 安藤 鉦治   

二美区 水野 幸雄 エルザ区 立花 弘之 第１２－３区 板津  功   

千旦林地区 

第５区 古川 和博 曙区 中根 利治 第１２－４区 市岡  勉   

任期：平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 



小さな体で大き

なランドセルを

背負って登下校

している子供を

見たら気をつけ

てくださいね！ 

 5月 行事名 会場等 

８日（木） 資源ごみ：千旦林  

１１日（日） 第１回坂本中学校資源回収  

１２日（月） 子育てサロン・乳幼児なんでも相談 麦の穂会館 

１４日（水） 交通安全協会坂本支部総会 坂本公民館 

２１日（水） 資源ごみ：茄子川  

２２日（木） ちびっこ幼稚園 坂本幼稚園 

２２日（木） なかよし広場 坂本保育園 

２５日（日） 消防坂本分団操法大会 北部グランド 

２６日（月） 坂本地域まちづくり推進協議会総会 坂本公民館 

２６日（月） 不燃ごみ：千旦林  

２９日（木） 不燃ごみ：茄子川  

    

坂本事務所坂本事務所坂本事務所坂本事務所    

        リサイクルボックスリサイクルボックスリサイクルボックスリサイクルボックス

リサイクルボックスに 

   持ち込み可能な資源 

・新聞紙・ダンボ－ル・雑誌 

・トレイ 

・発泡スチロール 

・雑紙（紙袋かレジ袋に入れ 

 てください） 

※布類は持ち込まないでくだ※布類は持ち込まないでくだ※布類は持ち込まないでくだ※布類は持ち込まないでくだ            

    さい。さい。さい。さい。    

※資源ごみなどは指定日に※資源ごみなどは指定日に※資源ごみなどは指定日に※資源ごみなどは指定日に        

    持ち込んでください。持ち込んでください。持ち込んでください。持ち込んでください。    

 

午前午前午前午前8888時時時時30303030分～午後分～午後分～午後分～午後5555時時時時15151515分分分分    

 

坂本事務所 職員の異動について 

 

 ▲転出（お世話になりました）   ▲転入（お世話になります） 

 

 田口晴子（退職）         園原哲弥（山口総合事務所より） 

 中神茂実（国民健康保険課へ）   安藤正臣（税務課より） 

 浅野尚信（病院事業部総務人事課へ）杉浦友美（障害援護課より） 

 

 これからも「笑顔と真心サービス坂本事務所」「地域のビタミン坂本 

公民館」をよろしくお願い申し上げます。 

ご入学おめでとうございます! 

坂本公民館まつり【展示部門】が、３月１５日から

１８日まで坂本公民館ホールで開催され、公民館を

利用されるサークルや講座の皆さんが1年間の活動

成果を発表されました。期間中は多くの素晴らしい

作品が会場を埋め尽くし、ご覧になられた方々から

多くのご賞賛をいただきました。「私もやってみた

い！」と思われる方はぜひ公民館へお越しくださ

い。どのサークルも初心者大歓迎です。写真はサー

クルや講座の有志のみなさんと会場の様子です。 

   

   

   坂本公民館は地域の皆さまに愛される公民館を目指して運営をしてまいりましたが、４月より予約方法が変

更となっております。使用申請書を提出することができる期間は、ホールにあっては使用しようとする日の

６ヵ月前の日の属する月の初日、ホール以外の施設にあっては使用しようとする日の２ヵ月前の日の属する月

の初日からそれぞれ使用しようとする日の３日前までです。（ただし、該当日が土日祝日の場合は翌平日） 

（例１）平成２６年度１１月１５日の公民館ホールを使用したい場合  平成２６年５月１日から予約可能 

（例２）平成２６年度１１月１５日の２－１学習室を使用したい場合  平成２６年９月１日から予約可能 


